
回 覧

令和8年 6月 10日

有田市の皆様ヘ

和歌山県有田振興局建設部

急傾斜地崩壊防止施設 点検業務のお知らせ

平素は、和歌山県の県土整備行政にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

この度、下記の日程で有田振興局建設部管内全域の急傾斜地崩壊防止施設点検業務を行いま

す。

つきましては、点検の際に、急傾斜崩壊防止施設周辺の土地への立ち入りをさせていただく場合が

ございます。 ご理解とご協力の程よろしくお願いします。

業務期間

業務委託業者

業務箇所

担当部署

業務概要

記

令和8年 7月 下旬～令和9年 1月 中旬まで

西畑測量設計株式会社 (TEL:0736-22-0066)

別添資料参照

有田振興局建設部
工務課 河港グループ
主査 松下 祐介
TEL :  0737-64-1272

急傾斜地崩壊防止施設点検とは、急傾斜地崩壊防止施設の維持管理を目的と

した定期的な点検作業であり、施設の健全度を評価し、損傷や劣化の原因を特

定するために行います。点検方法としては、ドローン及び目視による確認を行い

点検します。
点検結果に基づいて、施設の状態を総合的に判断し、必要に応じ工事修繕や

改修を実施していきます。

<点検 (イメージ)>
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有田市宮崎町の皆様ヘ 回 覧

有田川広域河川改|1多工事のお知らせ

平素は、和歌山県の県土整備行政にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

この度、標記工事につきまして、下記の日程で工事を行います。

工事途中で片側交互通行での施工を予定しています。具体的な日程が決まり次第再度

お知らせします。

工事中におきましては、皆様 |こご不便とご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますが、

ご理解とご協力の程よろし<お願いします。

工事期間 令和 8年 5月 30日～令和 9年 3月 10日 (予定 )

工事業者
080-1414-0959

:090-4903-2733

担当部署 和歌山県有田振興局建設部
工務課 )可港グループ
主査 松下 祐介
TttL i 0737-64-1272

工事箇所 下図参照
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|IЭ い林造園石材
担当 :林  TEL:
② 小堀建設
担当 :小堀  丁EL
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工事業者①:欄林造園石材
工事業者②:小堀建設
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法務省からのお知らせです  .‐■
‐

「幸福の黄色い羽根」は、

犯罪や非行のない

幸福で明るい社会を

願うシンボルです。
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安全・安心な地域を作るためには、罪を償い再出発しようとしている人たちを

地域で支える「更生保護」が重要です。彼ら・彼女らが、支援を受けられずに

再犯や再非行を重ねることがないよう、様 な々立場から見守り、更生を支援する

「更生保護ポランテイア」の活動にご理解をいただき、力 をお貸しください。
法務省ホームページヘ

リンクします。

ご存知ですか?罪を償い再出発しようとしても、様々な困難が待ち受けているということを。

||||||‐

|‐‐|‐||■■|



再 出発 しようとする人たちの現状 を見てみると。・・

国内で検挙された人のうち  刑務所出所後 5年以内に再び罪を犯して   刑務所出所時に住む場所がない人の割合
再犯者 約 2人 :こ 1人   刑務所に戻る人の割合 約 3人 :こ 1人  約 7人 :こ 1人 で響恥ヽ等 機 珈
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甲

つの仕組み
犯罪や非行からの

再出発を支えるナ也域の
華
、
１

犯罪や非行により「保護観察」を受けること

なった人の生活を見守り、様々な相談にのった

り、指導をしたりしています。犯罪を予防するた

めの地域活動などにも取り組んでいます。

犯罪・非行歴のため仕事に就くことが難しい

人たちを、その事情を理解した上で雇用し、立

ち直りを支援する事業者です。

協力雇用主

刑務所等を出た後、帰る場所がない人たちに

宿泊場所や食事を提供し、自立に向けた生活

指導を行う民間の施設です。

更生保護施設

犯罪予防活動を行うとともに、青少年の

健全育成活動のほか、子育て支援活動、

更生保護施設への支援など、幅広い活

動を行うボランティア団体です。

更生保護女性会

更
生
ペ
ン
ギ
ン
の

サ
ラ
ち
ゃ
ん

更
生
ペ
ン
ギ
ン
の

ホ
ゴ
ち
ゃ
ん

様々な問題を抱える少年に、兄や姉のよ

うに身近な立場で接することで、少年の

成長を助ける青年ボランテイア団体です。

毎年7月 は、“社会を明るくする運動"の強調月間及び再犯防止啓発月間です。

お問い合わせは

お近くの保護観察所まで

法務省保護局

公式×

法務省保護局

公式hstagram
法務省公式YouTube
チヤンネル

“社会を明るくする運動"

ウェブサイト

の印刷物は、印刷用の組
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働く場所がある

優しく見守る

人がいる

“社会を明るくする運動''
1社会を明るくする運動"は、すべて|の国民が犯罪や非行の防止

|1犯罪や非行をした人の改書菫1準||つぃを理解を深め、犯罪
や非行のない明るい地域社会を築くため●全国的な動 です。～犯罪や非行を防止しt立ち直りを支える地域のチカラ■


